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議事要旨 

（１） ベースロード市場について 

⚫ 標準的な長期商品の導入に関しては、売手買手のニーズやリスクをしっかり把握することが、大変重

要であると認識。アンケート結果を踏まえて、売手買手の強いニーズを確認した場合は、ＢＬ市場に

おいて長期商品を導入することで、長期商品へのアクセス環境の改善、長期商品の取引の活性化に貢

献するのではと考え、賛同する。 

⚫ 同時に、内外無差別の取組が、今後自主的に進展する環境を形成することも重要ではないかとも認

識。長期相対契約が限定的であるところ、今後売手買手の交渉によって、自主的な裁量で長期商品が

取引されていく状況も望ましい。ＢＬ市場外での調達機会の促進について、自主的な長期商品の導入

を推奨することで、しばらく注視することもあるのではないかと思料。 

⚫ 長期契約はリスクが高く、条件の擦り合わせが重要というなかで、契約期間のみならず、受給時間

帯、電力量、料金体系、転売、事後調整スキーム等などリスク軽減策等を、総合的観点から検討を進

めていくことが大事である。 

⚫ 適格相対契約控除量上限の 30％の引上げについて、相対契約を促進するうえでは良い提案と思われ

る。ＢＬ市場への供出量のバランスを見ながら、内外無差別の進捗等に応じて控除量の上限の見直し

に賛成。進んだ取組の事業者については、更なる緩和も考えられるため、供出量のバランスも考えな

がら、各社毎に上限を設定することも一案ではないかと思う。 

⚫ ＢＬ市場の役割についてニーズが高く、約定量が多くなったと記載されているが本当にそうであるの

か。燃料価格の上昇に伴ってスポット価格が上昇し、ＢＬ電源との価格の逆転が起こったところで大

きく約定している。本年度の１回目の大きな約定も単純な理由ではない。 

⚫ ＢＬ電源にアクセスするニーズというのは、安い電源が欲しいということに尽きる。ＢＬ電源へのア

クセスを考えたときに、ＢＬ電源は作ってから運転するまで長い期間を要する電源であり、安価のと

きに支払う、逆転したら支払わない、というのは、発電側からすれば望ましくなく、取引を長期化す

ることが望ましいと考える。長期取引について、取引所が行うとした場合に、取引所がリスクを保証

すると考えたとき、その預託金をいただかなければならない。小売の廃業等により電気が売れなくな

ったときに、売手側が得られるはずであった利益を保証するため、相応の預託金をいただき、支払う

必要がある。長期化するのであれば、現在の預託金水準では無理がある。 

⚫ また、長期商品の導入も記載があるが、各社燃調が異なるなかで、どのようにしていくのか。前回も

申し上げたが、ＢＬ取引は取引所が行う取引として標準化したものを扱うことから、そのような商品

はそぐわないのではないか。各制度的供出者が行っているような相対契約のなかで、長期取引を行っ

ていくことが考えられるのではないか。 

⚫ 供出量上限緩和に関して、相対契約が偏っている場合というのは買った・買わないの差であれば、偏

っているということなのか。買えなかった人、買えた人がいるなかで、公平性が失われるということ

と言い切れないのではないか。 

⚫ 控除量の 30％について、制度的供出者のなかで控除量がどうなっているのか、適格相対で義務量を達

成しているもの、達成していないものを一律に 30％とすることは、3社は 30％に制限され、そうでな

いものがいるという、供出義務者の事業者間の公平さの視点が抜けているのではないか。その視点か

ら、もう少し緩和すること、いきなり 100％緩和することは難しいというのであれば、何年間で 100％

とするぐらいの見通しは検討しても良いのではないか。 

⚫ ＢＬ市場は過去最大の約定量となり活発に取引が行われている、との記載であったが、西日本ではか

なりの量が約定しているが、東日本では約定していないことを踏まえれば、約定量過去最大などと、

とても強調できない状況であると認識すべき。東日本は完全に機能不全になっているということは再



度考える必要がある。 

⚫ 長期商品については、相対取引が合理的との意見があり、相対契約を進めることが前提である。それ

でもなお、取引が現定的であることからＢＬ市場で長期商品を取り扱うこととした場合、燃調制度等

がないと売手のリスクが大きすぎることから、とても固定価格での長期商品の導入は難しいのではな

いか。１年超の商品を導入する議論は、燃調制度の導入または売手リスクを著しく下げること等がセ

ットでないと、検討自体が難しいのではないか。 

⚫ 仮に燃調付きの商品となる場合、例えば、次のやり方などにより商品の細分化などはしなくても良い

のではないか。通常どおりオークションは行い、オプションとして買手側が約定の全部又は一定割合

分について、２年の期間延長を選択できることとする。２年の契約期間を選択した場合、翌年度の制

度的供出量は延長した分を既に約定した扱いとして供出量をカウントする、といった案であれば、１

年商品の流動性を低めることなく２年商品が導入できる。買手が２年の期間延長を選択しなかったの

であれば、買手側のニーズがないのが明らかになるだけであり、実害がないのではないか。売手側が

納得するのであれば、そういったやり方もありえる。 

⚫ 長期商品についてはリスクがあるといった一般論があるものの、國松さんの心配された議論はよく理

解できなかった。仮に小売が破綻して引き取れなくなったことがあったとしても、２年目、卸市場が

高騰しているということであれば当然転売が可能であり、その債権は誰かが引き取って売却が可能。

不良債権となるのは、卸市場の価格が低迷した結果、ＢＬ市場で長期固定したから破綻ということで

あるが、買手側に購入量に上限があることを考えれば、ありえなくはないが自然な状況でもない。そ

のようなリスクのことを、殊更にいうのか。 

⚫ また、内外無差別の評価が行われていない現状から控除量を引き上げるとの提案であるが、引き上げ

自体は適格相対契約を促す観点からも合理的である。しかし、反対に内外無差別が全く行われていな

い・評価されない事業者がいるなか、一律控除を引上げは不自然である。全社一律で控除量を引き上

げるというのであれば、適格相対契約の認定を厳しくしていただきたい。明らかに内外無差別ではな

い相対契約には控除を認めないというのでセットあればありえるが、全社一律 30％はとても不自然で

ある。 

⚫ また、今回の資料は、30％もとりあえずその値を提示したというのであって、さらに内外無差別が評

価され十分行われた場合には引上げ、極端には 100%までという認識である。 

⚫ １年超の商品へのニーズが、それが２年のものなのか、３年のものなのか、それとも 2025年度の１年

間、2026年度からの１年間なのか、たとえ１年刻みのもので良くても先のものを早い段階でとれるこ

とがリスクヘッジに繋がるのか、いろいろ可能性があるとも思われる。売手買手両方に、どのような

商品があれば取引に参加したいのか聞いてみたら良いのでは。 

⚫ 相対契約を促進することについて、特定の取引先と取引して十分とされてしまう視点に加え、相対契

約において、卸取引を提示する代わりに買手側が売手側の客を奪わないようなある種の競争抑制的な

裏取引がないように監視が必要。相対取引がどこと、どこが、どのように行われているかを監視当局

は把握したうえで、相対取引のなかで適切な競争環境が維持されているか確認する必要がある。 

⚫ 現在の競争環境においてＢＬ市場に一定の役割があることに異論はなく、ＢＬ市場以外の調達機会を

促進していくことも重要。適格相対契約が増加している状況において、買手たる新電力が競争環境を

踏まえて、相違工夫により様々な取引条件を考案・提案していることが背景にあると考えている。買

手が、売手の事情も勘案したうえで創意工夫することが競争を促進するうえで重要であると考え、今

後の検討においても買手側の創意工夫が損なわれないよう、配慮をお願いする。 

⚫ １年を超える商品において、長期取引はリスクが高く売手買手の条件を擦り合わせることが重要であ

り、長期間の燃料価格の見通しを立てることは難しい。そのなか、ＢＬ市場の長期商品を考えるうえ



で、発電事業者の立場からいくつか考慮すべき要素について発言する。 

⚫ 一点目は、容量市場との関係で、実需給の４年前に公表される約定結果が、４年後の休廃止の判断基

準となるため、以前のものと比較し判断が難しくなること。 

⚫ 二点目は、電源の補修計画である。実需給の２年前に容量計画停止調整を行うため、２年度の稼働状

況の見通しはあるが、３年目以降となると見通しの確度が低くならざるをえない。 

⚫ 三点目は、燃料価格の変動である。別審議会でも事後調整スキームの導入が議論されているところ、

これがどういう形で売手買手の双方に望ましいものになるか。 

⚫ こうした先々の不確定要素は、相対契約において売手買手双方の契約条件の擦り合わせにより対処が

できる。しかし、ＢＬ市場において柔軟な条件設定は難しいと考えることから、契約期間を今後検討

する際にはこれらの事項も考慮すべきである。契約料控除上限 30%については、内外無差別の進捗は

あるものの、引き続き注視が必要というなかで、控除量上限を一定値としたうえの提案と理解。仮

に、十分な内外無差別の取組が確認された場合、新電力はＢＬ市場以外の手段で電源を調達する手段

を得ているということになり、ＢＬ市場側で控除量上限を設定する必要が失われるものと認識。2023

年度通年の内外無差別制の評価について、制度設計専門会合において 2023年 3月を目途でフォローア

ップに着手し、2023年度半ばに審議するという方向が示されている。それらを踏まえ、控除量上限の

設定について検討いただきたい。 

⚫ 旧一般電気事業者のなかでも相対契約を増やそうと工夫している状況が見受けられ、我々新電力の立

場からするとありがたい傾向である。１年を超える商品については、取引の設計が難しく、定型商品

を作ること自体のハードルが高い。よって、ＢＬ市場に限らず、長期の相対契約の協議の場がどうや

って増やせるのかを合わせて検討いただきたい。 

⚫ 適格相対契約控除について、30％を超える事業者へディスインセンティブにならないよう配慮いただ

いたうえで、検討いただきたい。 

⚫ 長期契約の活性化について方向性に異論はない。ただし、元来長期商品を標準化することは難しいと

考えられ、導入するとしてもあまり長くしすぎない等、商品設計には工夫が必要である。 

⚫ また、事後調整スキームにも言及されているところ、現行の１年商品においても価格変動が問題であ

り、内外無差別の観点からも問題であることから、この点について引き続き検討をお願いしたい。適

格相対控除量の要件についても、方向性に異論はない。ただし、控除要件がインセンティブとして機

能するにはＢＬ市場で大規模発電事業者の売り札が約定していることが大前提であると考えている。

東日本ではそのような状況ではなく、足下の燃料リスクの変動に対応する必要がある。 

⚫ ＢＬ市場の役割について、適正な競争環境の確保の観点から、ＢＬ市場に限らず相対契約を含め、電

力市場全体で小売電気事業者が供給力を確保できる仕組みとして、電源へのアクセス環境について議

論することが重要である。そのうえで、ＢＬ市場の商品をどういったものにしていくかについて、応

札者のニーズや商品設計が電力市場全体に与える影響を鑑み、アンケート結果等も踏まえ、議論を深

めていく必要がある。また、発電事業者の自発的な行動を促す仕組みや、売手買手双方にとって燃料

費等が適時適切に精算される仕組みも重要であり、合わせて検討をお願いしたい。制度的供出量緩和

について今回見直し案が提示されたが、実態を踏まえた見直しであり、方向性に異論はない。なお、

適格相対契約は小売・発電事業者の事業継続の観点から、今後相対契約の環境整備が進むことを鑑み

ると、相対契約量の増加が想定され、上限値の設定について、内外無差別の進捗状況を踏まえ、定期

的に見直すことが必要と考えられる。 

⚫ ＢＬ市場の目的は、新電力が持ち得ない大型水力等の相対的に安価なＢＬ電源へのアクセス環境を整

えて、小売りの競争環境を活性化させることだと認識。昨今のＢＬ市場の約定結果をみると、東エリ

アでは電圧を問わず小売価格とはかけ離れた価格であり、約定量も非常に少ない。西エリアにおいて



も、旧一電の高圧の新標準価格よりも高く、新電力の小売事業では活用できないような水準となって

いることから、大規模発電事業差と新電力のイコールフィッティングが達成できていない一つの表れ

ではないかと認識。 

⚫ ＢＬ市場の長期商品の試験的な導入も一案であるが、まずは、卸取引でも大規模発電事業者のＢＬ電

源に新電力が旧一電グループと同様にアクセスできる環境の整備が必要と思われる。長期商品の試験

的導入にとどまらず、ＢＬ電源に内外無差別に長期間アクセスできる環境の整備をお願いする。 

⚫ ＢＬ市場ではないが、先物市場について、リスクヘッジ対策として期待しているところ、市場をみて

みると、取引が数ＭＷ程度で流動性が極めて低いというのが実態である。今回、その他の市場の状況

を含めて検討していくという状況にあるかと思うので、そちらの流動性も含めて抜本的な改革を含め

て進めていただければ。 

〇 事務局 

⚫ 長期商品の在り方について、商品設計の難しさについてご指摘いただいたところ。また、ＢＬ市場だ

けではなく相対契約においてもご指摘いただいた点を含め、ＢＬ市場でどういったことができるの

か、アンケート調査を含めて次回以降議論を深めていきたい。 

⚫ 適格相対控除量について、足下 30％を超える事業者がいる一方で超えていない事業者が若干増えてい

る状況のなかで、今回は今回一律 30％のような形を提案した。一方で、控除量の上限値に段差を設け

る必要もあるのではないか、その際にはＢＬ市場への影響がどの程度になるかしっかり注視し、適宜

見直しをしていく必要があるのではないかと考えている。 

⚫ ＢＬ市場の役割については、安価な電源へのアクセスに加え、昨今では価格の安定性という視点も考

えられるのではないか。これらの視点を踏まえて今後商品性の議論を進めさせていただければと考え

ている。 

〇 大橋座長 

⚫ 今回も様々なご意見があり、長期商品、相対取引の重要性についてもご意見賜ったものと認識。適格

相対契約控除においても、ご意見いただいたところである。 

⚫ 事務局においては、昨今の電力卸の環境を踏まえて、具体的な検討となるよう精力的に進めていただ

きたい。 

 

  



（２） 需給調整市場について 

⚫ 混雑系統の費用負担について、P13にあるように、電源の立地誘導インセンティブ、売入札インセン

ティブ、社会費用抑制の総合的観点から、案 Cが望ましいという事務局の案に賛成。案 Cに加え、事

業者の予見性を高めるような情報開示も同時に進めて欲しい。 

⚫ 案 Bは、混雑頻度が少なく、入札インセンティブを重視する場合は選択肢になり得ると思うが、将来

的に混雑が増えた場合、立地誘導インセンティブが働かず、社会費用のみが増大する可能性もある。

立地誘導インセンティブの機能が重要であると思われるため、総合的に考え、やはり案 Cが妥当であ

ると考える。 

⚫ 費用負担に関して、変動性再エネの増加を踏まえ、系統混雑を考慮してΔkWを確保することがますま

す重要になると認識。３案を比較すると、案 Cがバランス良いと考えられる。 

⚫ 変動性再エネが増えてくると、発電事業者が混雑系統や混雑が発生する時間帯を予想することがます

ます難しくなると思われ、混雑ΔkWを確保する機会も増加すると思われる。 

⚫ 例えば、第 73回作業部会で意見があったように、混雑系統における落札可能ΔkWに上限を設ける等

も検討する必要があるのではないか。また、系統運用の観点からは、混雑発生を予測し、社会費用最

小化の観点で、ΔkW を持ち替えるための新たなロジックが必要になると思われるため、そのあたりを

意識し、変動性再エネの大量導入にも対応できるシステムを早期に実現することが望ましいと考え

る。 

⚫ 需給調整市場では、多くの電源が参入し、競争が活性化することが重要。系統混雑時の費用負担につ

いて、中長期的観点から環境整備を進めていただいていることを評価する。今回は新規参入インセン

ティブ等、さまざまな面からバランスよく検討いただいたものと理解。今回の整理に感謝。 

⚫ 費用負担について、P13で案 Cが理想とされているが、どのような状況で混雑処理が行われ、どのよ

うなタイミングでスイッチ調達が行われるのか、もう少し丁寧に議論するべきではないか。P12の案 C

について、実際に発生した費用がこのような支払いになるのは確かにそうであると思われるが、どの

ようなタイミングで混雑を踏まえた再調達が行われるのか。 

⚫ 混雑処理が早いタイミングで行われ、実際に事業者 Aに待機費用がかかっていないのであれば案 Cは

合理的であるが、混雑処理のタイミング等により、事業者 Aに待機費用がかかっており、事業者 Bに

追加的な待機費用が発生していない場合、そのような状況でも事業者 Bに支払うのが適当なのか、議

論の余地があるのではないか。 

⚫ 基本となるのは、どちらが待機費用を支払ったのかということであり、待機費用がかかった事業者に

費用を支払うべきであると考えており、もう少し丁寧な議論ができないかと思う。 

⚫ 調整力取引の取引所の利用について、三次②については、取引所で調整力を売るだけではなく買うこ

ともできるのではないかと考えている。三次②はスポット市場、時間前市場も活用しつつ、かかる費

用をなるべく少なくするように努力することも求められるのでは。そのような場合、一般送配電事業

者は最終保証供給のため、現在は取引会員にもなっており、その枠組みの中ではいかように取引をし

ていただいても結構だと考えている。 

⚫ 今回、調整力を売るという議論がされているが、一般送配電事業者が時間前市場で供給力を買って、

調整力として使うことも十分に考えて良いのでは。その場合、これは特別会員なのか、取引会員なの

かということではなく、このような一般負担や賦課金になる取引が、市場を歪めていないかというこ

とを確認しなければならない。かかるコストを最小化する努力と、そのための取引をした場合も、監

視の対象になるのではないか。 



⚫ 費用負担の対応方針について、立地誘導インセンティブ等複数の観点で議論を行い、総合的に考える

と案 Cが望ましいという整理だと認識。ただ、案 Cで進むような場合でも、混雑系統における発電事

業者の入札インセンティブには考慮が必要であると考える。 

⚫ 具体的には、案 Cの場合、混雑判明タイミングがスポット後であれば、キャンセル後の電源をスポッ

ト市場に出すことはできない。あるいは GC後であると時間前市場に出せず、kWh収入を得る機会を失

ってしまう。 

⚫ また、実需給に近いタイミングでは、ΔkW供出のためにすでに起動していることも考えられる。そう

であれば、事業者としてはΔkW 供出可能な電源を需給調整市場に入れず、供給力市場のみに入れ、結

果調整力が不足する、調整力が効率的に調達されないということもあり得るのではないか。つまり、

混雑が判明するタイミングによって、kWh市場に入札できない場合の取り扱い、もしくは既に起動し

てしまった電源の起動費の取り扱い等を考慮し、入札インセンティブがあるような制度設計をお願い

したい。 

⚫ また、知見を蓄積し、混雑エリアにおいて、発動できなくなる調整力量を減らすような取り組みも進

めていきただきたい。制度によって、発動制限がかかる機会が少ないということも、事業者の入札イ

ンセンティブになり得るものと認識。 

⚫ 系統混雑時におけるΔkW費用負担について、P13で３案を比較しているが、約定したΔkW に発動制限

がかかる場合、売手をしては売入札インセンティブが重要であると考えている。案 Cについて、売手

の入札インセンティブが中程度と書かれているが、売手について約定ΔkW の費用が払われず、発動で

きないならば、最初からスポット市場に入れることを選ぶ方が、実需給断面で混雑しても再給電され

るため自然と考えられる。つまり、案 Cは入札インセンティブが低いということも考えられる。 

⚫ 一方で、案 Cで入札インセンティブがあるような場合も存在する。例えば、ΔkW が三次調整力①であ

る場合、週間段階で約定されているが、スポット前には一般送配電事業者が系統混雑を予想し、混雑

ΔkW をキャンセルする場合、約定費用は支払われない一方で、事業者としてはキャンセルされた調整

力をスポット市場に入札することを認められるとしたら、売手の入札インセンティブはあると考えら

れる。 

⚫ また、社会費用の観点から、ここではΔkW費用に着目し議論が行われているが、ΔkW と kWh再給電費

用を合わせて考える必要があるのではないか。いずれの案でも、ΔkW を優先し発動制限するような図

で説明いただいたが、混雑系統内ではΔkW を優先的に確保し、代わりに kWhについて、非混雑系統に

おける再給電を増やす方法もある。 

⚫ その場合、社会費用はΔkWと kWhの価格次第ということもある。その場合、トータルで社会費用が減

ることもあると考えられるため、ぜひ深掘りの検討を御願いしたい。 

⚫ 一般送配電の立場として、費用負担については、将来的に混雑が発生した場合でも、需給調整に必要

な調整力を確実に確保することが重要であると考えている。 

⚫ 案 Bのように立地誘導インセンティブが働かないような案については、問題があることは前回指摘し

た通り。一方で、売手の入札インセンティブが低く、調整力入札量が不足することもやはり課題にな

ると思われ、売入札インセンティブと立地誘導インセンティブの双方を考慮したかたちで方向性を議

論することに異論はない。 

⚫ 代替ΔkWを一般送配電事業者が確保する場合は、代替ΔkW 確保の判断タイミング、確保量、確保手

段など、実運用の方法を考えていく必要がある。情報公開の具体的な方法も含め、一般送配電事業者

としては検討に協力して参りたい。 



⚫ ΔkWの費用負担について、費用回収スキームとしては託送になるかと思うが、その他、例えば交付金

のような対応ができないか等、いろいろな方法が考えられるため、各方法の特色等も踏まえつつ、確

実に費用回収できるような対応をぜひ御願いしたい。 

⚫ また、論点２について、整理いただいた内容に異論はなく、引き続き検討に協力して参りたい。 

⚫ 今回の事務局案はいずれも合理的であり、指示する。今回、混雑系統におけるΔkW売入札のインセン

ティブについて、また、ΔkW と比較し、同じ電源を kWh市場に応札するインセンティブについて発言

が相次いだ。 

⚫ 今回の制度は、混雑系統に立地するインセンティブという観点からすると、ひょっとしたら弱いかも

しれないのだが、それでもかなりのインセンティブを与えている。そういう場所への立地は割けるべ

きであるため、望ましいルールを提案されたことになる。 

⚫ それでいて、kWh市場で出した方が得だという話は何が言いたいのかというと、ΔkW・hの市場に出す

と考えた時の、立地誘導インセンティブが弱い、もしくは無いということが問題であると思われる。

現在は再給電方式が採用されており、まさに事業者によって指摘された事実は正しいわけだが、今回

のように正しい制度設計をすると、のちに歪みがでるということは、今回決めたΔkW・h市場に歪み

があるわけではなく、kWh市場に問題があるのだということだと思われる。 

⚫ そうすると、再給電方式として、混雑系統に立地していたとしても自分は負担することがないとい

う、kWh市場に出すときの立地誘導効果が弱すぎる事が問題であるため、これは一刻も早くノーダル

制等に移行していかないと、どこまでも非効率性が積み重なってしまうことを、事業者から繰り返し

指摘されたということだと思う。 

⚫ 再給電方式を入れたこと自体は合理的な理由があった。弊害があることは承知のうえで、早いタイミ

ングでより望ましい制度を入れるために、やむを得ず再給電を入れた面はあるのだが、これが大きな

弊害を生んでいることが繰り返し指摘されているわけであり、事業者としては自分たちが負担するこ

とは口が裂けても言えないということだと思うが、指摘されたこととしては、現行の制度に問題があ

り、一刻もはやく長期的な視点で移行するべきとされている市場の在り方に移行しないと、本当にコ

ストが大きくなりかねないということだと考える。 

〇 事務局 

⚫ 大きな方針としては案 Cということでご理解いただいたと理解。具体的な実務面等については検討を

さらに進めていく必要があると考えており、事業者の皆様とも議論しつつ進めて行きたい。 

〇 大橋座長 

⚫ 本日の議論では、論点１における費用負担については、事業者の入札インセンティブについてもしっ

かりと考え、実務的な面についても検討して欲しいと指摘されたと認識。時間前市場への入札につい

ては、取引会員として取引することとして議論いただいたが、本日の議論を踏まえ検討を進めていた

だきたい。  



（３） 予備電源について 

⚫ 対象電源について、一度不落札・未応札となった電源を含めると、資料のとおり火力の休止・退出を

促すおそれがあるので、２年連続不落札・未応札の電源とする案に賛同。 

⚫ 燃料種について、予備電源はコスト抑制も大事な観点だが、万が一の際のリザーブ機能を発揮する観

点も大事。例えば石油は十分な備蓄活用が可能だが、LNGは相対的に備蓄が少ない。発電燃料確保の

観点からも、議論を深める必要がある。 

⚫ 立ち上げ期間について、予期せぬ需給ひっ迫対応としては対策の多様性が有効。短期立ち上げ電源の

みだと、需給ひっ迫には速やかに対応できるがコスト高となる可能性、長期立ち上げ電源のみだと、

コストは抑制できるが需給ひっ迫対応には時間を要する可能性がある。コスト抑制と予期せぬ需給ひ

っ迫対応という観点において、短期・長期に分ける提案はバランスが取れているため賛同。 

⚫ 対象エリアについて、需給ひっ迫時に機能させる観点から東西、分断状況等ふまえて北海道/九州/そ

れ以外の東西という４エリアもあると思うが、その場合コスト高になる可能性があると考えられるた

め、一度シミュレーションを行ってから検討を深めてはどうか。 

⚫ 論点１～４はなかなか難しいと思ったが、決めていかないといけないため、また基本的には反対意見

もない気がしたため、いずれも事務局案に賛成。 

⚫ 対象電源について、容量市場の価格に影響を与えないようにする必要がある。容量市場での売り惜し

みは監視されていると思うが、予備電源の対象電源との関係で、一層その可能性が出て来ることもあ

り得るため、しっかり見ていく必要がある。その上で、この方針は妥当と思うので賛成。 

⚫ 調達量と容量市場との関係は、全体としてどう最適化を図っていけるかという観点で議論が必要。 

⚫ 立ち上げ期間について、短期と長期にわけることに異論はない。ただ、実際どの程度の期間を想定す

るかは、他の論点や他制度との関係で整理する必要があるため、引き続き検討してほしい。例えば、

短期立ち上げのために技術者を常時配置すると、人件費等の発生だけでなく、他業務への配置不可と

いった付随費用が発生する可能性がある。この費用を予備電源の対象費用とできるのか。また長期立

ち上げは、供給計画の取りまとめ時期や、容量市場の追加オークションスケジュールとの兼ね合いも

考慮する必要がある。 

⚫ 今回の４つの論点について、総じて今後の検討の方向性に異論はないが、特に立ち上げ期間について

はプラントによって大きく状況が異なるため、実態に即した制度設計が必要。短期／長期に分ける方

向は良いが、予備電源制度の対象となり得る電源は限られていると思うため、各プラントの実態をヒ

アリング等した上で、具体的な期間を整理することが望ましい。 

⚫ 他論点についても、例えば調達量次第で対象電源や立ち上げ期間に影響が生じると考えられるため、

各論点が整合性を取れているか、適宜確認しながら必要に応じて修正していく必要がある。 

〇 事務局 

⚫ ご意見の中でも、電源によって実態が違うというお話もあったが、今後事業者にヒアリング等しなが

ら詰めていく必要があると考えている。資料においても「柔軟性」という言葉を使っており、予備電

源として立ち上げられる電源の数が限られている中で、実態に即した制度設計をしていく。 

⚫ また各論点の整合性についても、適宜立ち返りながら全体整合を図っていく。 

〇 大橋座長 

⚫ まさに事務局から話のあったとおりで、実態と落札電源の状況に合わせて、柔軟に対応していくこと

も重要。 

⚫ 予備電源の制度設計において、一定程度整理を進めてもらえればと思う。 

  



（４） 容量市場について 

⚫ まず、今年もしっかり容量市場の入札を実施していただき、約定価格の公表まで漕ぎつけていただ

き、広域機関や事務局の皆様をはじめ、関係者に改めて御礼を申し上げたい。 

⚫ 資料６－３のスライド７、今後の議論にあたっての視点における、一定の水準に収れんしてきたとい

う見方について、前回のオークションの振り返りの際にも申し上げたが、まだオークションの回数は

少ないため、今回の結果をもって収れんしてきたと判断するのは時期尚早かと思う。オークションの

たびに都度ルールの大きな変更を加えていくことは適当とは思わない。価格の結果を踏まえた要因の

分析は必要だが、あまり大きな見直しをせずに、引き続き安定的な市場運営を行っていただき、トラ

ックレコードを積み上げていく段階にあるのではないか。 

⚫ ＪＥＲＡさまの誤入札について、発電事業者として我々としても同様の事象を起こさないように気を

引き締めていきたいと思っている。今回は JERAさまが速やかにご説明・ご申告をしたおかげで大きな

トラブルに至らずに収束をしたと理解している。スライド１７で不適切な応札に対しての今後の対応

について整理をいただいているとおり、誤りが発覚したタイミングや金額への影響といった観点の事

象の大きさによって、ある程度事案ごとに判断せざるを得ない点はあるが、大きな事象に至らないよ

うにするためにも、悪質な場合は一定のペナルティを厳しく課せるようにしておくべきではないかと

考える。 

⚫ 資料６－３のスライド７・８、今後の議論にあたっての視点についてコメントさせていただきたい。

１つ目の視点で、一定の水準に収れんしてきたという見方もあり得るがどう考えるか、という記載が

ある。容量市場の制度趣旨を踏まえると、価格が収れんしたかということよりも、中長期的な電源の

維持や出資のために、正しい価格シグナルが発せられているかどうか、という観点で今後見ていくべ

きではないかと考える。 

⚫ ３つ目の視点で、不落札電源が一定数あること、今後の不落札電源も含めた供給力確保の全体像につ

いて、どう考えるかという記載がある。供給力評価の見直しの結果については、わが国の需要動向の

実態を正確に示すために、次年度以降のオークションの募集量に速やかに反映いただくことが望まし

いと思う。そのうえで、足もとの需給ひっ迫が続いている中で、わが国の安定供給がしっかり確保で

きるかという点について、不落札電源が予備電源制度の対象にできるような状態になっているのかと

いう観点もあるが、落札電源のラインナップがどうなっているかをしっかり分析していくことが供給

力確保の蓋然性や全体像を評価するために極めて重要ではないかと考える。安定電源、変動電源、発

動指令電源といった区分だけではなく、電源種別や電源の建設からの経過年数のように、様々な要素

をしっかり分析する必要があると思う。広域機関からは調整機能の有無といった分析結果があったよ

うに、落札された電源がどういうものなのかという供給力の全体像を把握することが重要ではないか

と思う。 

⚫ ４つ目の視点で、ゼロ円/kW以外の価格を付けた応札容量が増加している一方で、ゼロ円/kW以外の応

札を行った事業者数が減少していることをどう考えるかとある。前段のゼロ円/kW以外の価格を付け

た応札容量が増加していることが意味していることは、裏返すとメインオークションの結果次第で休

廃止を考えている電源が増えているという見方もできると思う。実際にそういうことになっているの

かも含めて、先ほども申し上げた通り、どんな電源が入っているかという内訳をしっかり分析するこ

とで、今回の約定結果のみならず、複数年、将来にわたって持続可能な供給力が確保されているのか

どうか、という観点も評価の対象にしていくべきではないかと思う。 

⚫ 一般送配電事業者の立場でコメントさせていただく。広域機関さまの資料６－１、スライド３８につ

いて、調整機能あり電源の約定容量について示していただいたが、2026年度に向けて調整機能あり電

源の約定容量が減少傾向にあることが分かると思う。一般送配電事業者としては、今後もこの傾向が



続いて調整力の不足につながることを危惧しており、そうならないように、特に新設電源やリプレー

ス電源には調整機能が具備されることが重要と考えている。また、第 72回の制度検討作業部会の中

で、長期脱炭素電源オークションの議論の中でも、火力・揚水・蓄電池に関する調整機能の具備を提

案いただいたと思うが、今後も必要な対策について遅滞なく打っていく必要があると考えている。一

般送配電事業者としても、技術検討などに協力させていただく考えなので、宜しくお願いしたい。 

⚫ 資料６－３のスライド１７について質問させていただきたい。ケース②について、容量確保契約の解

約に限定することなく、各対処について今後検討のうえで、容量確保契約の中に盛り込んでいただく

のは必要なことだと思う。民法の一般論で対応できることと、そうではなくて合意がないとできない

ことがあるため、必要に応じて、明確化の観点で手当てをしていくことが重要と考える。 

⚫ その上で、ケース②の３点目「供給力の提供を求めつつ、精算を行う方法もありえるのではないか」

とある部分の「精算」とはどのレベルの精算を指しているのか。今回の JERA社のケースのような精算

についてなのか、それとも広く約定価格の修正メカニズムを入れるといったことも想定されるのかを

質問させていただきたい。多くの事業者が容量確保契約を締結するなかで、影響を踏まえて対応をど

こまでしておくべきか、という点とも関連すると思うので、その点を質問させていただければと思

う。 

⚫ 資料６－３のスライド８、今後の議論に当たっての視点の４番目、ゼロ円/kW以外の価格を付けた応

札容量が増加しているという点で、将来的な供給力に対するリスクが上昇している可能性がないかど

うかを検証していくことが大変重要ではないかと思う。 

⚫ 広域機関からのご説明のなかで、発動指令電源の応札容量が、メインオークションにおける応札容量

の上限を超過しなかったとあった。一方で、データを見ると約 600万 kWという旺盛な入札容量があっ

たのではないかと認識している。大変結構なことかと思うので、今後の動向を見定めながら、供給力

確保の観点からどのように活用すべきか、議論を深めていくことが非常に重要ではないかと認識して

いる。 

⚫ まず、別件のお詫びについて申し上げさせていただきたい。この度弊社グループ会社にて確認された

顧客状況の不適切な管理について、先ほど弊社ホームページに公表させていただいた。グループ本社

として今回の事案を深く受け止めている。深くお詫び申し上げる。 

⚫ 続いて、資料６－３のスライド７・８、容量市場の今後の議論にあたっての視点について、２点コメ

ントさせていただく。まず、約定価格についてコメントする。第１回、第２回の間であることは事実

である一方、ＰＪＭや英国の容量オークション実績を見ても変動が見てとれるため、３回の結果をも

って収れんしたとは言い難いと考える。今後も約定価格を注視していく必要があるとともに、約定結

果が価格シグナルを表しているとは言えるものの、必要供給力を確保するための電源投資を促す観点

や、既設電源維持を促す観点に沿っているかどうかを検証する必要があると考えている。容量市場の

本来の目的は、必要供給力の確保と電源の新陳代謝と考えるので、供給力が減少すれば新設が促され

る市場設計が望ましい。今回は反映されなかったが、発電コスト WGの最新結果が出ているので、NET 

CONEにそれを反映していくことも考えられると思う。 

⚫ 次に、市場分断についてコメントする。前回は３ブロック、今回は５ブロックに分断した。これは電

源の偏在化が要因だと考えられるため、一部電源にマルチプライスが適用されたことは、価格シグナ

ルとしての電源立地誘導インセンティブが働くことも想定できる。また、市場が分断されると安価な

電源を有効活用できないことになるため、現在検討が進められているマスタープラン、基幹系統整備

計画は、重要な役割を果たすと考えている。 

〇 事務局  

⚫ 容量市場についても貴重なご意見をいただいた。価格の収れんについても、皆さまからご意見をいた



だいたが、収れんというよりは、価格シグナルがしっかり出て供給力がしっかり確保できるように事

業者の行動が促されるのか、というのが重要であるという趣旨だと受け止めた。今回の第３回までの

結果を踏まえて、事業者の方でどのように発電所の投資に繋がっていくかを含めて、今後見ていく必

要があると感じたところ。また、小川オブザーバーからも、供給力という観点から落札した電源のラ

インナップについてもご指摘をいただき、今後分析をどこまでできるかチャレンジしたいと考える。

分析結果をお示ししながら、議論を深めていければと思う。 

⚫ また、曽我委員からは、誤入札の検知時点が約定結果の公表後になった場合の精算について質問をい

ただいた。約定価格を誤入札によって押し上げてしまったことにより、小売事業者が負担する容量拠

出金が全体的に増えていくことが考えられる中、約定結果を変えずに誤入札をした事業者が負担をし

ていく中で、その程度については論点があろうかと思う。冒頭でも加藤オブザーバーから事象の大き

さなどを踏まえた対応について言及をいただいた。そういった点も総合的に勘案しながら対応につい

て検討していく必要があると思う。したがって、価格決定メカニズムや約定ロジックの修正までを想

定しているわけではなく、あくまでも約定結果を踏まえたうえで、負担増になっている部分をどうす

るか、という視点となっている。 

⚫ 約定結果を公表させていただくなかで、色々な分析結果も加味しているところ。今回議論をいただい

たなかでも、分析の観点をいただいた。来年度以降に向けても、できることを続けていきたいと思

う。引き続き宜しくお願いしたい。 

⚫ 来年度もしっかり監視させていただきたいと思う。 

〇 大橋委員 

⚫ 大変様々な意見について感謝申し上げる。2022年度のメインオークションの約定結果について御議論

をいただいたところだが、足もとの需給逼迫を考えると、容量市場の約定結果の内訳も含めて、検

証・分析をしても良いのかなと思う。基本的には来年度のメインオークションに向けてと言うことだ

とは思うが、今後、詳細な分析を含めて制度設計を進めていただきたい。 

 


